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バ
ル
ト
ル
ス
の
慣
習
法
理
論
に
お
け
る

　
　
　
　
イ
タ
リ
ア
中
世
都
市
国
家
の
立
法
主
権
と
の
関
連
で

「
同
意
」
（
序
説
）

森

征

一

バルトルスの慣習法理論における「同意」（序説）

1）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
巨
星
バ
ル
ト
ル
ス
・
デ
・
サ
ク
ソ
フ
ェ
ラ
ー
ト
ゆ
舘
ε
一
5
号
ω
鶏
9
①
霞
讐
○
（
二
三
三
～
四
⊥
三
五
七
年
）
に

時
代
が
求
め
た
課
題
の
一
つ
は
、
皇
帝
権
の
不
在
と
い
う
北
中
部
イ
タ
リ
ア
の
現
実
の
中
で
、
帝
国
か
ら
事
実
上
独
立
し
た
、
す
な
わ
ち

「
上
位
者
を
認
め
な
い
。
D
唇
。
二
〇
お
ヨ
8
⇒
お
8
讐
8
。
霞
①
」
都
市
国
家
（
コ
ム
ー
ネ
）
。
三
け
霧
の
主
権
を
法
理
論
上
い
か
に
正
当
化
す
る
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
今
日
、
イ
タ
リ
ア
、
と
く
に
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
の
い
か
な
る
都
市
国
家
も
［
皇
帝
の
］
支
配
権
＆
巨
巳
仁
巨
を
認

め
ず
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
自
由
な
国
民
宕
2
ε
巴
ぎ
段
お
よ
び
純
粋
命
令
権
ヨ
。
霊
e
巨
冨
円
ご
ヨ
を
有
し
、
そ
し
て
皇
帝
が
世
界
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

お
い
て
有
す
る
も
の
と
同
様
な
権
力
を
都
市
国
家
に
お
い
て
有
す
る
」
と
い
う
の
が
、
彼
が
見
た
イ
タ
リ
ア
の
現
実
で
あ
っ
た
。
中
世
の

法
学
者
に
お
い
て
は
国
家
支
配
権
と
し
て
の
主
権
の
中
核
部
分
を
構
成
す
る
の
は
立
法
権
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
立

法
権
は
主
権
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
一
般
に
「
都
市
は
そ
れ
自
身
の
皇
帝
で
あ
る
。
一
く
詳
霧
巴
葺
冥
ぎ
8
冨
」
と

表
現
さ
れ
る
、
こ
の
都
市
国
家
の
主
権
の
問
題
を
都
市
の
自
治
立
法
権
、
す
な
わ
ち
条
例
制
定
権
一
⊆
ω
。
・
鼠
ε
。
＆
一
の
問
題
を
中
心
に
据
え

1
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て
論
じ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
目
は
上
位
者
た
る
帝
国
の
主
権
を
承
認
し
な
い
ほ
ど
に
確
立
し
て
い
た
都
市
国
家
の
政
治
的
自
治
の
現
実
に

注
が
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
都
市
の
自
治
立
法
で
あ
る
条
例
は
都
市
自
治
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
都
市
国
家
は
そ
の
獲
得
し
た
帝
国
か
ら
の
自
由
を
確
認
す
る
た
め
に
、

条
例
編
纂
を
行
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
条
例
編
纂
は
、
帝
国
が
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
諸
都
市
に
た
い
し
て
「
都
市
の
諸
慣
習
ヨ
9
霧
お
よ

び
諸
法
律
一
品
霧
に
従
っ
て
」
裁
判
を
行
う
こ
と
を
承
認
し
た
二
八
三
年
の
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
の
和
約
以
降
、
黄
金
期
を
迎
え
る
。
コ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

タ
ン
ツ
の
和
約
は
、
都
市
の
自
由
の
証
と
し
て
、
し
ば
し
ば
条
例
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
条
例
の
鼠
言
言
ヨ
は
、
広
義
で
は
（
『
）
古
い
時
代
か
ら
成
長
し
、
こ
の
時
代
に
固
定
化
し
つ
つ
あ
っ
た
、
市
民
の
私
的
関
係
を
規
律
す

る
慣
習
8
拐
垢
言
島
器
。
。
、
（
二
）
都
市
の
役
人
お
よ
び
市
民
相
互
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
都
市
の
公
的
関
係
を
規
律
す
る
誓
約
ぼ
雪
冨
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

お
よ
び
（
三
）
都
市
の
立
法
機
関
で
あ
る
民
会
の
議
決
た
る
、
狭
義
の
条
例
の
鼠
9
鼠
の
三
つ
の
要
素
を
総
称
す
る
呼
び
名
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
都
市
条
例
で
は
、
慣
習
に
は
8
房
器
言
島
冨
P
ヨ
9
＄
仁
。
。
島
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
条
例
は
、
一
品
霧
と
も
呼
ば

れ
た
。
そ
れ
は
、
中
世
イ
タ
リ
ア
都
市
国
家
が
理
想
と
し
て
い
た
国
家
モ
デ
ル
は
、
執
政
官
8
冨
三
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
古
代
の
共

和
国
ロ
ー
マ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
都
市
国
家
を
表
わ
す
言
葉
は
そ
れ
と
同
じ
。
三
鼠
ω
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
け
る
統
治
者
は
ロ
ー
マ
の
そ

れ
と
同
語
の
コ
ン
ス
ル
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
法
も
、
ロ
ー
マ
の
民
会
議
決
と
同
語
の
一
①
鴨
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
。
も
ち
ろ
ん
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
時
代
、
一
賃
と
い
う
言
葉
は
、
ロ
ー
マ
法
を
表
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
都
市
の
全
市
民
の
集
ま
る
民
会
に
お
け
る
議
決
は
初
め
は
喝
采
に
よ
っ
て
同
意
を
与
え
る
全
会
一
致
に
よ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

が
、
一
二
世
紀
か
ら
＝
二
世
紀
の
間
に
投
票
に
よ
る
多
数
決
の
方
式
に
移
行
し
た
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
が
生
活
と
研
究
の
場
と
し
て
い
た
ペ
ル
ー
ジ
ア
も
自
治
を
誇
っ
た
都
市
国
家
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
「
ペ
ル
ー
ジ
ア
市
は
教
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
も
帝
国
に
も
服
し
な
い
」
、
つ
ま
り
「
上
位
者
を
認
め
な
い
」
「
自
由
な
国
民
唇
2
冨
巴
3
霞
」
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
共
和
制
を
維
持
す

る
都
市
国
家
で
あ
る
、
と
彼
に
言
わ
し
め
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
バ
ル
ト
ル
ス
の
時
代
、
ペ
ル
ー
ジ
ア
の
自
治
は
、
そ
の
絶
頂
期
に
あ
っ
た
。

2
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こ
の
よ
う
な
都
市
自
治
体
制
の
中
で
、
彼
の
条
例
に
関
す
る
法
理
論
が
構
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
都
市
の
条
例
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

定
権
を
、
都
市
が
そ
の
統
治
の
た
め
に
事
実
上
行
使
し
て
い
た
公
的
支
配
権
で
あ
る
「
裁
判
権
（
裁
治
権
）
ご
蔚
象
＆
o
」
に
基
礎
づ
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

コ
ル
プ
ス
三
i
リ
ス
の
『
学
説
集
U
蒔
霧
鼠
』
O
」
」
る
法
文
（
ガ
イ
ウ
ス
）
へ
の
注
解
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
「
国
民
が
あ
ら

ゆ
る
裁
判
権
を
も
つ
と
き
、
国
民
は
、
上
位
者
の
権
威
を
懸
念
す
る
こ
と
な
く
、
条
例
ω
鼠
日
ε
日
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
。

す
な
わ
ち
、
裁
判
権
を
有
す
る
都
市
国
家
は
、
皇
帝
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
意
思
で
、
条
例
を
制
定
で
き
る
と
い
う
の
で

あ
る
。

　
そ
し
て
、
バ
ル
ト
ル
ス
は
さ
ら
に
続
け
て
語
る
。
「
そ
の
場
合
、
上
位
者
の
権
威
が
懸
念
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
国
民
の
黙
示
の
同

意
鼠
鼻
垢
8
扉
①
霧
ま
宕
要
一
一
か
ら
導
入
さ
れ
、
か
つ
条
例
と
等
置
さ
れ
る
慣
習
法
8
冨
琴
9
＆
の
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
」
と
。

　
こ
こ
で
は
都
市
国
家
の
立
法
主
権
の
問
題
は
、
条
例
と
慣
習
法
と
の
関
連
の
中
で
把
握
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
支
え
る

「
国
民
の
同
意
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
バ
ル
ト
ル
ス
の
注
解
を
手
が
か
り
に
、
慣
習
法
の
問
題
を
検
討
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
（
1
4
）

が
ら
、
彼
の
条
例
制
定
権
理
論
の
理
解
を
さ
ら
に
深
め
て
み
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
は
都
市
の
条
例
制
定
権
の
問
題
と
の
関
連
で
の
み
バ
ル
ト
ル
ス
の
慣
習
法
理
論
を
扱
う
。
バ
ル
ト
ル
ス
の
慣
習
法
理
論
全

体
に
関
し
て
は
、
つ
ぎ
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

（
1
）
　
バ
ル
ト
ル
ス
に
関
し
て
は
、
佐
々
木
有
司
「
中
世
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
普
通
法
（
ご
の
8
ヨ
ヨ
巨
①
）
の
研
究
（
一
－
四
完
）
ー
バ
ル
ト
ー

　
ル
ス
・
デ
・
サ
ク
ソ
フ
ェ
ル
ラ
ー
ト
を
中
心
と
し
て
ー
」
法
学
協
会
雑
誌
、
八
四
巻
一
号
ー
八
五
巻
八
号
（
一
九
六
七
ー
八
年
）
、
拙
稿
「
バ
ル
ト

　
ル
ス
・
デ
・
サ
ク
ソ
フ
ェ
ラ
ー
ト
」
（
勝
田
有
恒
編
『
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
学
者
た
ち
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
↓
九
九
四
年
、
所
収
）
参
照
。
ま
た
、

≦
O
o
一
や
O
Φ
。
一
一
客
ω
一
身
。
ざ
ω
胃
け
○
一
岳
o
一
ω
窃
。。
o
鴨
①
霞
9
。
け
ρ
国
一
の
℃
o
の
三
〇
コ
言
爵
①
田
警
o
蔓
9
ζ
①
巳
。
＜
巴
℃
o
一
三
。
巴
弓
げ
o
轟
夏

　
O
曽
ヨ
ぼ
置
の
P
お
る
●
参
照
。

（
2
）
ω
胃
8
一
房
号
ω
雲
o
噛
霞
り
讐
ρ
O
o
ヨ
ヨ
①
讐
胃
ご
の
＆
U
●
斜
。。
」
㌔
も
」
㎝
（
＜
①
奉
菖
ω
」
詔
①
）
●

（
3
）
　
拙
稿
「
中
世
イ
タ
リ
ア
の
都
市
コ
ム
ー
ネ
と
条
例
制
定
権
（
一
⊆
の
の
鼠
ε
雪
e
）
理
論
（
一
f
四
完
）
」
法
学
研
究
、
四
十
九
巻
八
－
一
一
号
（
一

3
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九
七
六
年
）
、
参
照
。

（
4
）
O
巴
窃
の
P
即
彗
8
零
P
竃
①
島
o
①
＜
o
α
。
一
α
三
詳
P
一
白
Φ
蜀
o
昌
貯
ど
ζ
一
一
き
P
一
。
㎝
♪
や
畠
。。
，

（
5
）
O
巴
霧
ω
ρ
ζ
①
島
o
①
＜
ρ
。
詳
こ
マ
合
⑲
－
。
。
る
①
一
一
〇
ヨ
ρ
ζ
き
一
一
P
ω
o
。
一
⑩
鼠
①
一
の
葺
⊆
N
一
〇
巳
ヨ
7
巴
一
㊤
鼠
一
旨
a
一
〇
。
＜
o
お
一
＝
巳
N
一

α
①
＝
、
。
赫
ヨ
＆
①
毎
P
“
餌
3
。
（
ユ
の
鼠
B
冨
y
O
讐
窪
一
9
一
。
o。
倉
薯
●
爬
。。
刈
－
。。
●

（
6
）
　
拙
稿
、
前
掲
「
中
世
イ
タ
リ
ア
の
都
市
コ
ム
ー
ネ
と
条
例
制
定
権
（
言
ω
。
。
鼠
ε
雪
鎌
）
理
論
（
三
と
法
学
研
究
、
四
十
九
巻
一
〇
号
、
五
四
ー

　
五
頁
。

（
7
）
O
巴
霧
ω
ρ
ζ
①
巳
o
①
＜
ρ
9
。
も
，
島
。。
●

（
8
）
　
ゆ
①
＝
○
ヨ
ρ
ζ
彗
ロ
P
ω
0
9
。
鼠
①
巨
一
言
巴
o
巳
矯
9
も
●
o
。
濠
。
な
お
、
中
世
イ
タ
リ
ア
都
市
に
お
け
る
決
定
方
式
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中

　
世
イ
タ
リ
ア
の
都
市
社
会
に
お
け
る
決
定
方
式
」
（
『
慶
磨
義
塾
創
立
一
二
五
年
記
念
論
文
集
、
法
学
部
、
法
律
学
関
係
』
（
一
九
八
三
年
）
、
三
〇
九

　
頁
以
下
）
参
照
。

（
9
）
ω
胃
δ
一
仁
P
O
o
唐
ヨ
曾
“
曽
α
O
●
一
ρ
o
。
鉾
〇
一
』
。
ご
O
」
一
”
ω
ど
o。
』
』
●

（
1
0
）
ゆ
胃
8
ε
。
D
℃
O
o
ヨ
旨
①
鼻
昌
O
．
戸
。。
ど
。。
も
』
●

（
n
）
　
条
例
制
定
権
理
論
に
関
し
て
は
、
拙
稿
、
前
掲
「
中
世
イ
タ
リ
ア
の
都
市
コ
ム
ー
ネ
と
条
例
制
定
権
（
一
島
の
鼠
ε
①
口
＆
）
理
論
（
一
－
四
完
）
」

　
法
学
研
究
、
四
十
九
巻
八
ー
二
号
参
照
。

（
1
2
）
　
的
畦
8
ε
9
0
0
目
ヨ
Φ
讐
9
四
ゆ
U
」
℃
想
り
』
」
。

（
1
3
）
　
本
稿
は
、
⊆
一
ヨ
き
⇒
≦
巴
＄
5
ω
胃
δ
一
ζ
ω
9
0
垢
ε
日
節
曙
■
節
名
己
弩
こ
ざ
巴
即
Φ
≦
Φ
ヨ
く
○
｝
’
ロ
ズ
お
お
y
（
a
①
B
し
霞
一
呂
歪
－

傷
雪
8
営
爵
。
言
＆
一
①
＞
の
①
の
℃
■
・
且
9
お
。
。
ρ
図
y
d
一
ぎ
帥
暮
”
u
①
浮
詳
o
凱
の
①
暮
①
昌
費
0
8
。
一
一
ご
5
お
冥
器
の
雪
聾
B
①
暮
①
3

　b

ε
巳
比
ω
胃
8
δ
鼠
ω
霧
ω
0
8
霞
讐
ρ
ω
9
巳
①
α
0
8
ヨ
①
三
一
℃
霞
」
≦
8
三
雪
餌
匡
ρ
戸
ζ
出
き
ρ
お
爵
●
の
二
論
文
、
お
よ
び
、

　
O
き
巳
お
し
8
ε
F
目
ぎ
℃
9
言
o
巴
目
げ
2
⑳
算
o
ら
ω
巴
α
島
含
d
ぴ
巴
岳
9
0
帥
5
ぼ
こ
鷲
¢
巳
お
冨
一
受
℃
お
霧
」
㊤
o
。
刈
に
負
う
と
こ
ろ

　
が
大
き
い
。

　
　
中
世
ロ
ー
マ
法
学
者
の
慣
習
法
理
論
に
関
し
て
は
、
一
般
的
に
は
、
ω
匡
ρ
腔
謂
守
一
①
ρ
9
①
［
9
お
＜
0
5
0
①
≦
o
プ
⇒
げ
9
諾
お
魯
f
田
器

獣
の
8
誘
。
区
o
の
目
暮
ω
魯
①
d
算
①
冨
g
『
巨
⑫
■
田
の
§
醤
①
一
一
。
Ω
①
の
。
江
。
匡
喜
①
Ω
円
目
巳
品
巨
⑳
堕
即
①
巴
窪
一
。。
8
（
z
ゆ
。
臣
歪
。
犀

一
8
。
。
）
（
≧
蒔
①
ヨ
①
ぎ
守
ω
。
臣
①
⇒
雪
霞
6
。
一
一
）
旧
O
o
箒
の
ρ
国
目
一
ρ
冨
8
円
ヨ
③
四
ξ
盛
。
p
9
巨
鼠
δ
○
旨
一
幕
一
α
艮
ぎ
。
o
ヨ
巨
。

。
一
器
巴
。
ρ
戸
ζ
出
窪
o
口
霧
“
や
邦
文
で
は
、
古
く
は
、
栗
生
武
夫
「
中
世
の
慣
習
法
理
論
」
（
同
『
法
律
史
の
諸
問
題
』
、
岩
波
書
店
、
昭
和
一
五

4
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年
、
と
く
に
五
一
頁
以
下
）
、
最
近
で
は
、
小
川
浩
三
氏
の
一
連
の
研
究
、
同
「
＞
N
o
a
の
望
ヨ
B
帥
ぎ
ρ
o。
。
躍
　
　
ア
ゾ
ー
の
慣
習
法
論
（
1
）

　
　
　
」
北
法
、
三
八
巻
五
・
六
号
（
一
九
八
八
年
）
二
一
二
五
頁
以
下
、
同
「
＞
8
三
の
警
ヨ
ヨ
餌
ぎ
ρ
ピ
匹
（
一
－
二
完
）
ー
ア
ゾ
ー
の
慣
習

法
論
（
2
）
　
」
北
法
、
三
九
巻
五
・
六
号
（
一
九
八
九
年
と
九
一
九
頁
以
下
－
四
一
巻
五
・
六
号
（
一
九
九
一
年
）
七
九
五
頁
以
下
、
同
「
グ
ラ

　
ー
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
教
令
集
の
8
累
二
9
亀
o
ぎ
。
D
R
一
宮
房
目
a
霧
鼠
」
北
法
、
四
一
巻
五
．
六
合
併
号
（
一
九
九
一
年
）
、
一
三
三
三
頁
以
下
、
同

　
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
8
房
語
葺
＆
仁
巳
＜
①
お
き
①
8
一
①
巴
き
に
つ
い
て
」
（
海
老
原
明
夫
編
「
法
の
近
代
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』
東
京
大
学
出
版

　
会
、
↓
九
九
三
年
、
三
頁
以
下
）
が
あ
る
。

　
　
さ
ら
に
、
最
近
の
慣
習
法
論
に
つ
い
て
は
、
石
川
真
人
「
類
型
論
の
原
点
」
北
法
、
四
一
巻
五
・
六
号
（
一
九
九
一
年
）
五
↓
O
頁
以
下
、
児
玉

寛
「
覚
書
・
ロ
ー
マ
慣
習
法
論
」
法
学
雑
誌
（
大
阪
市
立
大
学
）
、
三
八
巻
三
・
四
号
（
一
九
九
二
年
）
、
七
三
三
頁
以
下
、
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
デ
ィ
ル
ヒ

　
ャ
ー
・
海
老
原
明
夫
訳
「
慣
習
法
の
理
論
　
　
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
近
代
へ
」
（
海
老
原
編
、
前
掲
『
法
の
近
代
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
、
二
五
頁
以
下
）

　
の
興
味
深
い
論
述
が
あ
る
。

（
14
）
　
バ
ル
ト
ル
ス
の
主
権
論
に
つ
い
て
は
、
≦
O
o
F
ω
畦
8
ξ
ω
も
霊
も
マ
一
誌
－
8
8
田
8
す
牢
き
8
。
。
o
ρ
U
帥
ω
畦
8
一
ρ
巴
一
、
＞
一
浮
仁
ω
一
ρ

累
お
目
9
一
㊤
器
も
や
↓
。
－
一
。
合
O
き
巳
⇒
⑳
し
○
の
①
喜
鴇
目
ぎ
℃
o
一
窪
。
巴
望
2
⑳
算
9
ω
巴
倉
ω
α
①
⊂
げ
巴
巳
p
O
Φ
ヨ
ぼ
一
揖
ρ
一
㊤
。。
刈
為
げ
①

0
9
旨
げ
ユ
猪
①
田
。
D
δ
蔓
9
ζ
①
岳
。
＜
巴
℃
○
一
旨
。
巴
弓
プ
2
讐
“
9
0
。
㎝
O
－
。
」
ホ
ρ
①
岳
け
a
ξ
9
国
」
W
ζ
3
。Q
｝
O
帥
ヨ
ぼ
箆
α
q
ρ
一
。
o。
・
。
旧
≦
巴
－

　
甚
①
ン
霞
巴
巨
三
Ω
こ
H
5
冨
匡
巴
霧
因
α
巳
讐
ζ
B
因
○
コ
匡
＝
胃
置
ヨ
易
仁
p
α
く
o
鱒
霧
○
仁
お
鼠
巳
鼠
“
ζ
ロ
g
プ
①
P
一
雪
ρ
℃
や
一
お
－
o
。
9
参
照
。

口

　
中
世
の
ロ
ー
マ
法
学
者
は
法
律
上
、
皇
帝
は
、
教
皇
と
並
び
、
全
世
界
の
支
配
権
ご
言
＆
＆
○
を
掌
握
す
る
普
遍
的
支
配
者
＆
巨
壼
の

ヨ
仁
巳
一
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
は
、
皇
帝
は
古
代
ロ
ー
マ
の
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
お
よ
び
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
後
継
者
で
あ
り
、

ロ
ー
マ
法
は
帝
国
の
法
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
に
お
い
て
皇
帝
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
権
能
は
す
べ
て
、
皇
帝
が
保

有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
皇
帝
権
は
、
教
皇
権
と
共
に
、
神
に
由
来
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
も
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
新
勅
法
Z
O
＜
①
一
一
器
』
Z
O
く
』
。
。
」
が
「
天
上
の
神
は
帝
国
を
創
造
せ
り
」
と
定
め

る
よ
う
に
、
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
に
も
、
こ
れ
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
な
法
文
が
含
ま
れ
て
い
た
。
皇
帝
は
地
上
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の

5
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（
1
）

代
理
人
＜
一
8
ユ
ま
9
誘
証
と
考
え
ら
れ
た
。
バ
ル
ト
ル
ス
も
、
帝
国
は
神
に
由
来
し
、
皇
帝
は
「
地
上
に
お
け
る
神
U
①
仁
の
冒
鼠
三
。。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
に
は
皇
帝
の
普
遍
的
支
配
権
の
も
う
一
つ
の
起
源
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
皇
帝
法
レ
ク
ス
・

レ
ギ
ア
」
で
あ
り
、
　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
権
は
ロ
ー
マ
国
民
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

　
例
え
ば
、
『
学
説
集
』
∪
」
」
」
も
さ
法
文
（
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
）
は
、
「
皇
帝
の
欲
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
法
律
の
効
力
を
有
す
る
。

皇
帝
の
主
権
に
関
し
て
制
定
さ
れ
た
皇
帝
法
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
一
雲
閃
品
冨
を
も
っ
て
、
国
民
は
そ
の
保
有
す
る
支
配
権
冒
冨
円
ξ
ヨ
9

℃
9
霧
鼠
。
。
を
す
べ
て
皇
帝
に
付
与
し
た
8
亀
①
霞
①
か
ら
で
あ
る
。
」
と
定
め
る
。
要
す
る
に
、
か
つ
て
ロ
ー
マ
国
民
宕
2
一
霧
即
o
ヨ
帥
匡
ω

は
立
法
権
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
支
配
権
を
保
有
し
て
い
た
が
、
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
を
通
し
て
、
国
民
は
そ
れ
を
皇
帝
に
付
与
し
た
た
め
、
い

ま
や
皇
帝
が
立
法
権
を
含
む
国
家
支
配
権
を
保
有
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
法
文
に
よ
り
、
皇
帝
権
は
法
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ

る
と
同
時
に
、
こ
の
法
文
か
ら
、
皇
帝
権
が
国
民
に
由
来
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
は
共
和
国
ロ
ー
マ
か
ら
帝
国
ロ

ー
マ
ヘ
の
移
行
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
に
関
し
て
は
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
者
の
間
に
解
釈
上
の
争
い
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
レ
ク
ス
・
レ

ギ
ア
が
一
般
的
に
支
配
権
の
皇
帝
へ
の
完
全
で
永
久
的
な
移
譲
q
讐
匹
讐
δ
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
個
人
と
し
て
の
特
定
の
皇
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

へ
の
限
定
さ
れ
撤
回
可
能
な
認
可
8
ま
①
琶
o
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
に
よ
る
支
配

権
の
皇
帝
へ
の
付
与
の
後
、
支
配
権
は
す
べ
て
皇
帝
が
独
占
し
、
ロ
ー
マ
国
民
に
は
い
か
な
る
権
力
も
、
と
り
わ
け
い
か
な
る
立
法
権
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

残
さ
れ
て
い
な
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

　
確
か
に
、
理
論
的
に
は
、
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
の
取
消
し
可
能
性
を
語
る
余
地
は
あ
っ
た
。
ア
ー
ゾ
＞
N
O
℃
o
註
ま
（
一
二
二
〇
年
没
）
も
、

皇
帝
法
に
よ
っ
て
支
配
権
を
皇
帝
に
移
譲
し
た
と
し
て
も
、
国
民
は
そ
れ
を
撤
回
し
て
、
支
配
権
腫
立
法
権
を
回
復
で
き
る
と
考
え
て
い

（
5
）た

。
し
か
し
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
実
際
的
に
ロ
ー
マ
国
民
が
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
を
取
消
し
、
支
配
権
を
回
復
し
、
一
般
法
を
定
立
で
き
る
状

6
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況
に
は
な
か
っ
た
以
上
、
そ
れ
を
語
る
こ
と
は
現
実
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
、
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
国
民
は
か
つ
て
法
律
定
立
権
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
権
力
を
保
有
し
て
い
た
が
、
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
を
通

し
て
、
今
で
は
「
皇
帝
の
み
が
法
律
を
定
立
し
、
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
と
な
っ
た
。
「
ロ
ー
マ
国
民
が
皇
帝
に
権
力
を
移
譲

し
た
霞
睾
亀
①
霞
①
後
で
さ
え
」
、
し
ば
ら
く
の
間
、
ロ
ー
マ
国
民
は
皇
帝
を
選
出
し
、
廃
位
す
る
権
力
を
保
有
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
ロ
ー

マ
国
民
、
そ
し
て
元
老
院
で
さ
え
、
法
律
定
立
権
を
保
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
「
今
日
で
は
帝
権
の
あ
ら
ゆ
る
権
力
は
そ
れ
ら
（
・
ー
マ
国

民
お
よ
び
元
老
院
）
か
ら
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
」
「
な
ぜ
な
ら
、
ゲ
ル
マ
ニ
ア
の
諸
侯
が
皇
帝
の
選
挙
権
を
有
し
、
教
皇
の
み
が
皇
帝
廃
位
権

を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
か
く
し
て
「
ロ
ー
マ
国
民
お
よ
び
元
老
院
に
は
帝
権
に
つ
い
て
は
残
さ
れ
て
い
る
も
の
が
何
も
な
い
が
故
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

私
は
、
ロ
ー
マ
国
民
お
よ
び
元
老
院
は
法
律
を
定
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
見
る
」
。
彼
は
、
ロ
ー
マ
国
民
は
こ
の
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア

を
取
消
し
、
皇
帝
の
手
に
移
っ
た
法
律
定
立
権
を
含
む
支
配
権
を
取
り
戻
す
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
が
取
消
し
不
能
に
な
っ
た
の
は
、
国
民
の
意
思
な
の
で
は
な
く
、
皇
帝
の
選
出
権
お
よ
び
廃
位
権
が
事
実
上

国
民
の
手
か
ら
ド
イ
ッ
の
諸
侯
お
よ
び
教
皇
の
手
に
移
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　
要
す
る
に
、
バ
ル
ト
ル
ス
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
主
権
は
ロ
ー
マ
国
民
に
存
し
た
が
、
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
を
通
し
て
、
皇
帝
に
移
転
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
ロ
ー
マ
国
民
は
い
ま
や
永
久
に
立
法
権
を
中
核
と
す
る
主
権
を
喪
失
し
、
皇
帝
が
唯
一
の
立
法
権
を
有
す
る
普
遍
的
支
配
者

と
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
か
ら
皇
帝
の
絶
対
的
立
法
主
権
を
推
論
し
た
バ
ル
ト
ル
ス
に
と
っ
て
、
レ
ク
ス
・
レ

ギ
ア
は
都
市
国
家
の
立
法
主
権
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
は
利
用
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
根
拠
を
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
以
外
の
と
こ
ろ
に

求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
ロ
ー
マ
国
民
は
、
帝
権
の
移
転
に
よ
り
、
一
切
の
権
力
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ー
マ
国
民
の
手
に
は
何
物
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

残
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
中
世
ロ
ー
マ
法
学
の
創
始
者
イ
ル
ネ
リ
ウ
ス
一
3
包
島
（
二
三
〇
年
頃
没
）
以
来
、
慣

習
法
を
中
心
と
し
て
論
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

7
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バ
ル
ト
ル
ス
は
、
ロ
ー
マ
国
民
が
も
は
や
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
を
取
り
消
し
、
皇
帝
の
手
に
移
っ
た
法
律
定
立
権
を
含
む
支
配
権
を
取
り

戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
に
お
い
て
国
民
の
慣
習
法
が
完
全
な
法
的
効
力
を
承
認
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
、

わ
ず
か
な
が
ら
で
は
あ
る
が
ま
だ
法
創
造
能
力
を
保
持
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
こ
の
残
さ
れ
た
慣
習
法
を
作
る

権
力
を
皇
帝
が
国
民
か
ら
取
り
上
げ
た
と
い
う
法
文
は
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
の
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
し
、
逆
に
、
皇
帝
は
国
民
が

慣
習
法
を
作
る
こ
と
を
暗
黙
裡
に
認
め
て
い
る
ふ
し
が
見
え
る
、
と
彼
は
考
え
た
。
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
は
、
ロ
ー
マ
国
民
が
国
民
自
身
の

慣
習
法
に
従
っ
て
生
活
す
る
可
能
性
を
必
ず
し
も
否
定
し
て
は
い
な
い
し
、
ま
た
実
際
、
ロ
ー
マ
市
の
住
民
と
し
て
の
ロ
ー
マ
国
民
は
、

皇
帝
の
黙
認
の
下
で
、
慣
習
法
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
、
こ
の
疑
問
は
一
見
些
細
な
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

そ
れ
は
後
に
都
市
の
立
法
自
治
の
承
認
と
い
う
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
糸
口
で
あ
っ
た
。

　
か
つ
て
プ
ラ
ケ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
国
舘
Φ
暮
ぎ
ま
（
一
二
世
紀
）
は
、
慣
習
法
の
い
か
な
る
新
た
な
創
造
も
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し

た
。
彼
は
言
う
。
「
ロ
ー
マ
国
民
は
、
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
権
利
を
皇
帝
に
移
譲
し
た
貫
彗
亀
①
霞
①
、
し
た
が
っ
て
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

…
：
都
市
法
、
す
な
わ
ち
慣
習
法
を
作
る
権
利
は
拒
絶
さ
れ
て
お
り
、
か
く
し
て
一
般
法
が
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
『
勅
法
集
0
9
震
』
ρ
。
。
》
認
』
法
文
へ
の
注
解
で
、
「
昔
は
」
「
ロ
ー
マ
国
民
は
一
般
法
を
作
り
、
し
た
が
っ
て
法
律

に
反
す
る
一
般
的
な
慣
習
法
を
も
作
る
こ
と
が
で
き
た
」
が
、
「
現
在
で
は
」
そ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
プ
ラ
ケ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
上
述
の
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

釈
と
同
主
旨
の
主
張
を
紹
介
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
グ
イ
レ
ル
ム
ス
・
デ
・
ク
ネ
オ
O
巨
①
目
湯
号

O
暮
8
（
一
三
三
五
年
没
）
は
、
レ
ク
ス
・
レ
ギ
ア
を
通
し
て
、
法
律
定
立
権
が
皇
帝
に
移
譲
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
黙
示
の
同
意
に
よ
っ
て

慣
習
法
を
作
る
権
利
は
失
う
こ
と
な
く
ま
だ
国
民
の
手
に
残
さ
れ
て
い
る
、
と
主
張
し
、
こ
れ
に
反
論
し
た
。
彼
は
言
う
。
「
明
示
か
つ
成

文
の
法
律
を
作
る
権
力
は
皇
帝
に
移
譲
さ
れ
た
が
、
し
か
し
慣
習
法
を
作
る
権
力
は
移
譲
さ
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
慣
習
法
は
黙
示

の
同
意
か
ら
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
自
身
は
、
こ
の
グ
イ
レ
ル
ム
ス
・
デ
・
ク
ネ
オ
の
見
解
が
正
し
い
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
か
彼
は
自
説
を
展

8



開
し
な
い
。
彼
は
た
だ
「
皇
帝
自
身
が
、
慣
習
法
を
導
入
す
る
権
力
を
国
民
に
認
可
し
8
目
巴
①
お
、
長
い
間
慣
習
法
を
受
け
入
れ
る
こ
と

に
同
意
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
国
民
が
慣
習
法
を
作
る
こ
と
に
皇
帝
が
黙
示
の
同
意
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

こ
と
を
つ
け
加
え
る
だ
け
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
法
学
者
は
法
源
に
は
皇
帝
法
一
①
図
と
慣
習
法
8
冨
語
ε
3
の
二
つ
が
あ
り
、
両
者
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
起
源
を
持
つ
こ
と

に
初
め
て
気
づ
い
た
。
皇
帝
法
は
皇
帝
の
意
思
＜
9
毒
け
霧
冥
汐
。
昼
の
に
由
来
し
、
慣
習
法
は
国
民
の
意
思
＜
○
一
§
鼠
ω
℃
ε
急
に
由
来

す
る
。
し
か
も
両
者
は
同
一
の
効
果
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
皇
帝
と
国
民
と
い
う
二
つ
の
法
創
造
機
関
が
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

バルトルスの慣習法理論における「同意」（序説）

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

O
き
三
お
）
弓
『
①
℃
○
一
誌
。
巴
6
ぎ
編
算
。
一
“
も
も
』
“
－
障
㎝
’

田
二
〇
一
仁
p
O
o
ヨ
ヨ
①
鼻
＆
O
O
霧
葺
，
＆
閃
。
冥
冒
①
鼠
仁
5
（
＆
＜
霞
び
勇
己
⑩
｝
富
江
の
。
）
伽
㎝
。

エ
ル
ン
ス
ト
・
H
・
カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
チ
、
小
林
公
訳
、
『
王
の
二
つ
の
身
体
』
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
、
一
二
五
頁
以
下
、
参
照
。

≦
○
○
一
戸
ゆ
畦
一
〇
ε
。
。
葺
こ
薯
’
。
。
①
－
お
る
窪
日
夷
｝
弓
『
①
℃
o
一
＃
一
。
巴
望
○
夷
F
9
¢
も
マ
留
ふ
餅

小
川
浩
三
、
前
掲
「
＞
N
O
日
の
警
目
ヨ
卑
言
O
」
」
“
（
二
完
）
」
、
八
0
0
頁
。

ω
胃
δ
一
仁
鉾
O
o
旨
ヨ
Φ
三
。
帥
α
O
」
」
♪
一
ザ
⇒
P
卜
。
卜

拙
稿
「
中
世
イ
タ
リ
ア
の
都
市
コ
ム
ー
ネ
と
条
例
制
定
権
（
ご
の
象
讐
垢
区
一
）
理
論
（
三
）
」
法
学
研
究
、
四
十
九
巻
一
〇
号
、
七
六
頁
以
下
参
照
。

Ω
o
。
”
留
口
”
C
一
一
ヨ
帥
⇒
P
ω
胃
δ
一
仁
oQ
も
一
け
こ
℃
。
鴇
ピ

ω
胃
8
一
q
g
O
o
B
B
①
曇
。
巴
O
。
o。
℃
躍
』
も
胃
●

ω
胃
δ
一
仁
9
0
0
目
5
①
暮
。
＆
○
，
o
。
｝
器
』
も
●
。。
●

口

周
知
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
中
世
を
通
し
て
慣
習
法
は
最
も
重
要
な
法
源
で
あ
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
都
市
生
活
で
も
同
様
で
あ

9
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っ
た
。
北
中
部
イ
タ
リ
ア
都
市
で
は
早
く
も
一
二
世
紀
に
は
慣
習
の
編
纂
が
見
ら
れ
、
一
三
世
紀
初
期
に
至
っ
て
そ
れ
は
、
都
市
コ
ム
ー

ネ
生
活
の
特
徴
的
な
要
素
と
し
て
本
格
化
す
る
。
と
り
わ
け
北
中
部
イ
タ
リ
ア
の
都
市
コ
ム
ー
ネ
の
古
来
の
諸
慣
習
を
帝
国
が
承
認
し
た
、

一
一
八
三
年
の
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
の
和
約
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
そ
の
編
纂
は
、
初
め
は
私
的
に
行
わ
れ
る
が
、
都
市
生
活
が
成
熟
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
伴
い
、
公
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
ミ
ラ
ノ
で
は
、
一
二
一
四
年
に
は
諸
慣
習
の
公
的
編
纂
の
た
め
に
、
一
四
名
か

ら
構
成
さ
れ
る
編
纂
委
員
会
が
ポ
デ
ス
タ
に
よ
り
都
市
評
議
会
か
ら
選
出
さ
れ
、
す
で
に
前
世
紀
の
中
頃
に
ピ
エ
ト
ロ
と
い
う
裁
判
官
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

よ
っ
て
私
的
に
作
ら
れ
て
い
た
草
稿
を
参
照
し
て
、
＝
二
六
年
『
ミ
ラ
ノ
慣
習
法
書
』
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
ミ
ラ
ノ
の
例
は
、
ブ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

シ
ャ
、
ベ
ル
ガ
モ
と
い
っ
た
他
の
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
諸
都
市
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
イ
タ
リ
ア
都
市
の
不
文
の
慣
習
は
そ
の
編
纂
に
よ
り
、
さ
ら
に
条
例
編
纂
に
際
し
そ
の
中
に
編
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

成
文
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
バ
ル
ト
ル
ス
が
「
都
市
法
に
は
、
文
書
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
、
そ
う
で
な
い

も
の
の
二
様
が
あ
㍍
］
と
い
う
状
況
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
さ
ら
に
、
『
封
建
慣
行
q
ω
垢
頴
且
o
ε
菖
』
、
『
封
建
慣
習
O
o
房
ま
け
＆
ぎ
霧
頴
且
巴
①
ω
』
と
も
称
さ
れ
た
、
北
イ
タ
リ
ア
の
『
封

建
法
書
＝
ぼ
一
守
＆
0
2
ヨ
』
は
、
一
二
世
紀
半
ば
に
文
書
に
編
纂
さ
れ
、
さ
ら
に
一
三
世
紀
に
は
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
の
中
に
『
新
勅

法
　
＞
暮
ぎ
鱒
一
8
ヨ
』
の
「
第
一
〇
部
」
と
し
て
採
用
さ
れ
、
法
的
効
力
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
こ
の
よ
う

な
現
実
を
冷
静
に
観
察
し
て
い
た
。
そ
し
て
彼
は
、
『
封
建
慣
行
』
は
「
文
書
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
な
お
慣
習
と
呼

ば
れ
て
い
る
」
と
述
べ
、
こ
こ
か
ら
、
「
慣
習
法
は
、
そ
れ
が
文
書
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
慣
習
法
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

（
そ
れ
に
よ
っ
て
）
文
書
が
導
入
さ
れ
た
（
生
み
出
さ
れ
た
）
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
も
の
が
文
書
に
作
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
成
文
慣
習
法
の
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
慣
習
法
か
否
か
は
、

そ
れ
が
不
文
で
あ
る
か
成
文
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
慣
習
法
の
本
質
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
か
で
あ
ろ
う
か
。
バ
ル
ト
ル
ス
の
慣
習
法
論
は
、
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ

10
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ス
に
お
け
る
慣
習
法
の
二
つ
の
主
要
法
源
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
。
一
つ
は
「
学
説
集
』
U
●
一
ω
る
図
法
文
（
ユ
ー
リ
ァ
ー
ヌ
ス
）
で
、
同

法
文
は
「
長
年
の
慣
習
法
が
法
律
の
ご
と
く
守
ら
れ
る
の
に
は
、
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
は
、
習
い
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た

法
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
そ
れ
自
体
が
拘
束
す
る
根
拠
も
、
国
民
の
決
定
に
よ
っ
て
法
律
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
の
ほ
か
に
は
な
く
、
そ
の
こ
と
は
、
国
民
が
成
文
化
す
る
こ
と
な
し
に
承
認
し
た
こ
と
が
す
べ
て
の
人
々
を
拘
束
す
る
と
い
う
こ
と
に

も
、
当
て
は
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
国
民
が
投
票
に
よ
っ
て
そ
の
意
思
を
表
明
す
る
こ
と
と
、
事
柄
や
行
為
に
よ
っ
て
表
明

す
る
こ
と
と
に
ど
ん
な
差
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
が
立
法
者
の
投
票
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
々
の
黙

示
の
同
意
鼠
鼻
島
8
富
①
窃
羨
に
よ
る
不
使
用
の
慣
習
に
よ
っ
て
も
廃
棄
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
も
、
至
極
も
っ
と
も
で

あ
る
」
と
定
め
る
。
要
す
る
に
、
国
民
の
慣
習
法
お
よ
び
法
律
は
、
そ
れ
ら
が
同
意
と
い
う
要
素
を
共
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
同
一
の
効
力

を
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
『
勅
法
集
』
O
●
。
。
ふ
b
。
』
法
文
で
、
同
法
文
は
「
長
期
の
慣
習
法
お
よ
び
慣
行
の
権
威

は
軽
く
な
い
が
、
し
か
し
、
道
理
や
法
律
に
勝
る
ほ
ど
の
効
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
『
学
説
集
』
U
」
る
る
N
法
文
の
注
解
に
お
い
て
、
ま
ず
「
慣
習
8
諾
器
ε
＆
と
は
何
か
」
を
問
い
、
慣
習
の
概
念
を

問
題
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
学
説
上
、
そ
の
用
語
は
、
三
通
り
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
。
第
一
は
、
人
な
い
し
動
物
の
「
習
性

霧
霊
①
匿
＆
o
」
を
意
味
す
る
も
の
、
第
二
は
、
多
数
の
人
々
の
「
慣
行
霧
E
、
「
習
わ
し
ヨ
o
。
。
」
を
意
味
す
る
も
の
、
そ
し
て
第
三
は
、
多

数
の
人
々
の
「
慣
行
」
、
「
習
わ
し
」
の
結
果
生
ず
る
「
慣
習
法
一
富
8
富
ロ
9
＆
ぎ
貰
ご
目
」
を
意
味
す
る
も
の
の
三
つ
で
あ
る
。

　
第
一
お
よ
び
第
二
の
も
の
は
、
事
実
3
。
菖
日
と
し
て
の
慣
習
で
あ
り
、
第
三
の
も
の
は
法
ご
ω
と
し
て
の
慣
習
で
あ
る
。
そ
し
て
彼

は
、
こ
の
第
三
の
意
味
で
の
慣
習
が
法
学
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
を
進
め
る
と
い
う
。
バ
ル
ト
ル
ス
の

注
解
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
は
初
め
に
、
ア
ー
ゾ
の
慣
習
法
の
定
義
を
示
す
。
ア
ー
ゾ
は
、
「
慣
習
法
と
は
、
国
民
の
長
期
に
わ
た
る
習
い
に
よ
っ
て
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

入
さ
れ
た
不
文
の
法
で
あ
る
」
と
し
、
慣
習
法
を
不
文
法
で
あ
る
と
考
え
た
。

11
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（
8
）

　
つ
ぎ
に
、
バ
ル
ト
ル
ス
は
キ
ー
ヌ
ス
・
デ
・
ピ
ス
ト
イ
ア
9
き
。
。
号
空
馨
o
置
（
＝
二
三
六
－
七
年
没
）
の
注
解
を
引
用
し
つ
つ
、
こ
の
ア

ー
ゾ
の
定
義
に
対
す
る
最
初
の
批
判
者
ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ア
レ
ー
ナ
鼠
8
ぴ
ま
号
＞
お
召
（
一
二
九
六
年
頃
没
）
の
反
論
を
示
す
。
彼
は
、

「
不
文
で
あ
る
こ
と
は
、
慣
習
法
の
本
質
で
は
な
い
」
と
主
張
し
、
「
慣
習
法
と
は
、
国
民
全
体
あ
る
い
は
そ
の
多
数
部
分
の
習
い
や
慣
行
に

よ
っ
て
正
し
く
始
め
ら
れ
、
維
持
さ
れ
た
法
で
あ
っ
て
、
法
律
と
し
て
の
効
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
」
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、

バ
ル
ト
ル
ス
は
、
ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ア
レ
ー
ナ
の
定
義
は
、
「
も
ろ
も
ろ
の
教
会
の
決
定
も
慣
習
法
を
導
入
す
る
の
に
、
そ
れ
は
こ
の
定
義

に
は
含
ま
れ
な
い
」
と
い
う
理
由
で
、
「
良
く
な
い
」
と
批
判
し
、
グ
ラ
ー
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
教
令
集
U
・
一
。
ふ
の
「
慣
習
法
と
は
、
習
い

に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
あ
る
種
の
法
で
あ
っ
て
、
法
律
が
な
い
場
合
に
、
法
律
に
代
わ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
定

義
を
「
良
い
」
と
し
、
こ
れ
を
彼
の
定
義
と
し
て
提
示
す
る
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
は
慣
習
法
の
定
義
に
続
い
て
、
そ
の
成
立
要
件
の
問
題
に
入
る
。
彼
は
、
事
実
と
し
て
の
慣
習
を
、
拘
束
力
の
あ
る
行
為

の
規
範
た
る
法
と
し
て
の
慣
習
に
転
化
さ
せ
る
も
の
は
何
か
と
い
う
側
面
か
ら
、
慣
習
法
の
起
源
9
蒔
o
を
訪
ね
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
慣
習
法
の
成
立
要
件
の
問
題
を
、
法
学
者
は
原
因
。
窪
＄
と
そ
れ
か
ら
発
生
す
る
結
果
①
塗
①
9
ま
の
関
係
で
考
え
た
。
ヤ
コ
ブ
ス
・

デ
・
ア
レ
ー
ナ
は
、
「
慣
習
法
と
習
わ
し
と
の
相
違
は
何
か
」
を
問
い
、
「
習
わ
し
は
慣
習
法
を
産
み
出
す
原
因
で
あ
る
が
、
慣
習
法
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

所
産
で
あ
る
」
と
し
、
習
わ
し
と
慣
習
法
の
関
係
を
因
果
関
係
で
把
握
し
、
慣
習
法
の
成
立
要
件
を
習
わ
し
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
彼
は
、
慣
習
法
は
習
わ
し
に
由
来
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ラ
ヴ
ァ
ー
ニ
ス
む
8
び
ま
号
閃
麩
讐
一
玖
一
二
九
六
年
没
）
は
、
こ
れ
に
対
し
、
「
慣
行
は
慣
習
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
原
因
で
は
な
く
、
国
民
の
黙
示
の
意
思
鼠
。
一
鼠
＜
o
一
巨
鼠
の
唇
を
ロ
が
そ
の
原
因
で
あ
る
」
と
述
べ
、
慣
行
を
慣
習
法
に
転
化
さ
せ
る
も

の
は
、
国
民
の
黙
示
の
意
思
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
イ
タ
リ
ア
学
説
と
フ
ラ
ン
ス
学
説
を
結
合
し
、
新
し
い
折
衷
的
な
見
解
を
提
示
す
る
。
彼
は
言
う
。
「
慣
行
お
よ
び
習

わ
し
は
慣
習
法
の
原
因
、
私
は
そ
れ
は
遠
因
8
ま
四
お
ヨ
○
鼠
で
あ
る
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
近
因
。
豊
器
冥
○
×
営
曽
は
慣
行
お
よ
び
習
わ

12



バルトルスの慣習法理論における「同意」（序説）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

し
か
ら
思
い
量
ら
れ
る
黙
示
の
同
意
鼠
9
ε
。
・
8
霧
①
話
ま
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
要
す
る
に
、
彼
に
よ
れ
ば
、
慣
習
法
の
成
立
要
件
に
は
遠

因
と
近
因
の
二
つ
が
あ
り
、
慣
行
や
習
わ
し
と
い
っ
た
、
実
際
に
繰
り
返
さ
れ
る
国
民
の
行
為
は
慣
習
法
の
遠
因
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に

繰
り
返
さ
れ
る
行
為
を
拘
束
力
の
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
国
民
の
黙
示
の
同
意
鼠
鼻
ま
8
冨
。
霧
霧
℃
0
2
＝
が
慣
習
法
の
近
因
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
慣
習
法
の
真
の
原
因
は
慣
行
や
習
わ
し
で
は
な
く
、
国
民
の
黙
示
の
同
意
で
あ
る
と
考
え
た
。

か
く
し
て
、
慣
習
の
法
的
な
拘
束
力
は
、
義
務
を
課
し
権
利
を
付
与
す
る
と
い
う
国
民
の
意
思
た
る
黙
示
の
同
意
に
帰
せ
ら
れ
た
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
バ
ル
ト
ル
ス
の
慣
習
法
の
概
念
は
、
黙
示
の
同
意
と
い
う
内
在
的
要
素
と
行
為
そ
れ
自
体
と
い
う
外
在
的
要
素
の
二
つ
の

要
素
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
前
者
は
い
わ
ば
存
在
根
拠
で
あ
り
、
後
者
は
認
識
根
拠
で
あ
る
。

　
慣
習
法
に
と
っ
て
国
民
の
黙
示
の
同
意
こ
そ
が
本
質
的
要
素
な
の
で
あ
り
、
時
間
お
よ
び
慣
行
の
永
続
性
は
、
国
民
の
黙
示
の
同
意
を

証
明
す
る
要
素
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
国
民
の
同
意
こ
そ
、
社
会
生
活
の
中
で
反
復
し
て
行
な
わ
れ
る
人
の
事
実
的
な
行
動
を
強

制
的
な
法
規
範
に
変
化
さ
せ
る
基
本
的
要
素
な
の
で
あ
る
。
国
民
の
黙
示
の
同
意
は
ま
さ
に
慣
習
法
の
生
み
の
親
で
あ
る
。
バ
ル
ト
ル
ス

は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
他
の
箇
所
で
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。
「
慣
習
法
は
国
民
の
黙
示
の
合
意
8
薯
窪
鉱
o
…
…
市
民
の
黙
示
の
合
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

か
ら
［
規
範
と
な
る
］
力
を
付
与
さ
れ
る
」
と
。
こ
の
注
解
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
市
民
の
黙
示
の
合
意
」
と
い
う
言
葉
は
、
慣
習
法
を
市

民
の
黙
示
の
合
意
と
す
る
『
学
説
集
』
U
」
る
る
㎝
法
文
（
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ァ
ヌ
ス
）
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
。
同
法
文
は
「
長
年
の
慣
習
に
よ

り
是
認
さ
れ
、
か
つ
多
年
に
わ
た
り
遵
守
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
市
民
の
黙
示
の
合
意
と
し
て
成
文
法
と
同
様
に
遵
守
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
す
る
」
と
定
め
る
。

　
そ
れ
で
は
「
黙
示
の
同
意
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
の
説
明
は
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
の
ど
こ
に
も
見
ら
れ
な
い
。

イ
タ
リ
ア
の
法
学
者
、
と
り
わ
け
バ
ル
ト
ル
ス
は
同
意
の
有
効
性
の
要
件
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
概
念
を
練
り
上
げ
た
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
慣
習
法
を
意
思
が
同
様
に
本
質
的
な
要
素
、
す
な
わ
ち
「
合
意
B
。
注
ヨ
」
と
比
較
す
る
。
そ
し
て
「
慣
習
法
は
合
意

13
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（
1
3
）

に
等
置
さ
れ
る
」
、
「
な
ぜ
な
ら
、
両
者
は
と
も
に
同
意
か
ら
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
慣
習
法
も
合
意
も

と
も
に
、
同
意
に
よ
っ
て
成
立
す
る
か
ら
、
同
一
の
性
質
を
持
つ
も
の
と
考
え
、
合
意
す
な
わ
ち
契
約
理
論
か
ら
、
錯
誤
、
強
迫
、
意
思

能
力
等
の
意
思
表
示
の
要
件
に
関
す
る
諸
原
理
を
借
用
し
て
、
慣
習
法
理
論
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
こ
こ
で
、
国
民
の
同
意
と
は
、
国
民
は
団
体
毒
貯
霞
路
霧
と
し
て
の
国
民
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
同
意
た
る
意
思
決
定
は
多
数
決
に
よ
る
。

　
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
国
民
の
黙
示
の
同
意
を
慣
習
法
の
本
質
的
要
素
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
国
民
は
自
ら
の
意

思
で
、
し
た
が
っ
て
皇
帝
の
承
認
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
慣
習
法
を
創
造
で
き
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
。
こ
う
し
て
国
民
は
慣
習

に
法
と
し
て
の
価
値
を
付
与
す
る
力
を
保
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
ω
①
＝
o
ヨ
P
ω
o
。
一
①
鼠
Φ
一
の
葺
仁
N
一
〇
昼
鼻
こ
℃
●
G。“
卜
。
●

　
（
2
）
　
二
二
六
年
『
、
・
・
ラ
ノ
慣
習
法
書
』
に
つ
い
て
は
、
国
●
ω
①
ω
鼠
⇔
・
r
ω
的
ヨ
一
｝
＝
げ
霞
8
房
仁
9
＆
ぎ
仁
目
ζ
①
巳
o
鼠
三
き
巨
ζ
O
O
図
＜
H
｝

　
　
鍔
＆
こ
霞
ゆ
彗
o
お
お
参
照
。

　
（
3
）
O
巴
器
ω
P
ζ
①
巳
o
Φ
〈
P
鼻
●
も
●
食
9

　
（
4
）
浮
昌
o
冨
9
0
0
ヨ
ヨ
⑪
口
蛭
簿
α
U
●
。。
P
♪
一
㎝
も
』
。
．

　
（
5
）
ω
胃
8
一
島
為
o
目
ヨ
雪
け
。
”
α
U
』
。。
｝
ρ
卜
。
。

　
（
6
）
　
国
貰
δ
ξ
ψ
O
o
B
召
⑪
鼻
’
国
ε
。
葺
ご
区
U
」
｝
o
。
る
鈍
P
9
な
お
、
バ
ル
ト
ル
ス
の
慣
習
法
理
論
に
つ
い
て
は
、
小
川
、
前
掲
「
グ
ラ

　
　
ー
テ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
教
令
集
の
8
器
き
言
＆
営
ω
R
言
菖
の
国
＆
霧
声
」
、
一
八
七
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
ロ
ー
マ
法
文
お
よ
び
バ
ル
ト
ル
ス
の
注
解

　
　
に
つ
い
て
は
、
同
論
文
訳
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
（
7
）
　
＞
N
P
ω
⊆
目
日
餌
O
o
島
o
す
ω
器
一
一
①
四
ρ
一
困
鯉
O
．
o
。
ふ
ト
。
－
P
一
9
な
お
、
ア
ー
ゾ
の
慣
習
法
論
に
つ
い
て
は
、
小
川
、
前
掲
「
＞
8
巳
の

　
　
oQ
仁
日
ヨ
曽
ぎ
ρ
o。
．
認
」
参
照
。

　
（
8
）
O
着
5
｝
O
o
ヨ
ヨ
①
暮
胃
旨
の
＆
O
o
島
8
β
牢
き
8
身
旨
一
㍉
鴇
o
。
（
匡
の
虻
目
o
匡
昌
P
お
①
轟
y
O
。
o
。
｝
認
』
も
・
o。
●

　
（
9
）
田
昌
o
ε
P
O
o
ヨ
目
雪
け
●
即
α
O
。
。。
ふ
鱒
』
も
」
。
．

　
（
1
0
）
岳
8
ど
ω
α
①
即
鷺
彗
一
p
ぎ
。
ε
冨
の
唇
零
肩
営
四
①
ヨ
⑩
。
巨
量
冨
器
O
o
島
。
一
。Q
㌔
胃
一
。
。
一
一
9
巨
P
O
。
。。
ひ
ρ
一
。

　
（
1
1
）
ゆ
胃
δ
冨
P
即
。
冨
鼻
一
P
一
〇
。
．
葺
9
（
U
。
ど
ρ
G。
鱒
）
も
」
O
。
帥
且
巴
の
o
ρ
o。
、
翼
卜
。
も
し
O
●

14



（
1
2
）

（
1
3
）

（
14
）

ω
胃
8
ε
P
O
O
ヨ
5
①
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四

バルトルスの慣習法理論における「同意」（序説）

　
国
民
の
黙
示
の
同
意
を
慣
習
法
の
中
軸
に
据
え
た
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
次
に
、
同
意
に
基
づ
く
法
体
系
全
体
の
再
構
築
の
必
要
に
迫
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
バ
ル
ト
ル
ス
以
前
の
法
学
者
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
は
都
市
国
家
の
主
権
理
論
を
確
立
で
き
な

い
で
い
た
。
彼
ら
、
と
り
わ
け
注
釈
学
者
達
に
と
っ
て
、
主
権
は
、
法
律
上
あ
く
ま
で
も
都
市
の
上
位
者
で
あ
る
皇
帝
に
帰
属
す
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
都
市
法
は
、
慣
習
法
で
あ
れ
条
例
で
あ
れ
、
本
質
的
に
、
そ
の
効
力
が
皇
帝
の
公
認
ま
た
は
そ
の
黙
認
の

形
で
示
さ
れ
る
皇
帝
の
同
意
に
依
存
す
る
慣
習
法
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
ロ
ー
マ
法
学
者
に
は
、
都
市
が
真
の
意
味
で
の
自
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

的
な
法
創
造
能
力
を
有
す
る
と
い
う
考
え
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
都
市
法
の
定
立
に
お
け
る
同
意
の
役
割
の
重

要
性
が
認
識
さ
れ
始
め
、
つ
い
に
は
、
慣
習
法
と
条
例
の
本
質
的
な
違
い
は
、
そ
の
同
意
が
黙
示
的
か
明
示
的
か
の
違
い
に
帰
す
る
と
い

う
考
え
に
到
達
し
て
い
く
。

　
す
で
に
、
慣
習
法
と
法
律
と
の
違
い
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
ペ
ト
ゥ
ル
ス
・
デ
・
ベ
ラ
ペ
ル
テ
ィ
カ
頴
嘗
ま
号
ω
亀
碧
雫

ぎ
玖
二
一
一
〇
八
年
没
）
は
、
「
成
文
で
あ
る
こ
と
が
法
律
の
本
質
で
は
な
い
し
、
ま
た
さ
ら
に
、
不
文
で
あ
る
こ
と
が
慣
習
法
の
本
質
で
も
な

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
」
、
し
た
が
っ
て
「
両
者
の
間
の
違
い
は
、
明
示
的
か
黙
示
的
か
の
違
い
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
バ
ル
ト
ル
ス
の
師
キ
ー

ヌ
ス
・
デ
・
ピ
ス
ト
イ
ア
も
、
慣
習
法
と
法
律
と
の
違
い
に
言
及
し
て
、
「
『
学
説
集
』
U
ト
o
。
る
憩
法
文
が
言
う
よ
う
に
、
慣
習
法
と
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

律
と
は
、
そ
れ
ら
が
黙
示
的
か
明
示
的
か
以
外
に
、
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
語
っ
た
。
バ
ル
ト
ル
ス
も
、
「
法
律
一
①
×
と
慣
習
法
と
は

15



法学研究67巻11号（’94・11）

成
文
か
不
文
か
で
は
な
く
、
黙
示
的
か
明
示
的
か
の
違
い
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ラ
ヴ
ァ
ー
ニ
ス
は
理
解
し
て

い
る
」
と
述
べ
た
。

　
そ
し
て
、
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
帝
国
の
「
ロ
ー
マ
国
民
」
に
適
用
さ
れ
た
こ
の
解
釈
を
、
イ
タ
リ
ア
の
「
都
市
国
家
の
国
民
」
に
類
推
し

て
適
用
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
最
高
の
注
解
者
と
謳
わ
れ
た
バ
ル
ト
ル
ス
の
解
釈
技
術
の
妙
味
が
、
こ
こ
に
あ
る
。
帝
国
に
お
け
る
法

律
と
慣
習
法
の
関
係
は
、
都
市
国
家
に
お
け
る
条
例
と
慣
習
法
の
そ
れ
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
法
学
者
は
、
法
定

立
の
形
式
の
側
面
を
強
調
し
た
、
従
来
の
成
文
法
一
⊆
の
。
。
。
ユ
℃
ε
ヨ
と
不
文
法
ご
ω
ロ
9
ω
9
℃
9
ヨ
と
い
う
法
の
分
類
を
否
定
し
、
よ
り
そ

の
実
質
に
迫
っ
て
、
都
市
法
を
都
市
の
国
民
の
意
思
、
す
な
わ
ち
同
意
の
産
物
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
表
示
方
法
の
違
い
に
よ
り
分
類
す

る
よ
う
に
な
る
。
従
来
の
よ
う
に
、
慣
習
法
が
不
文
慣
習
法
と
し
て
、
そ
し
て
ア
ッ
ク
ル
シ
ウ
ス
牢
讐
9
8
湊
》
8
弩
巴
房
（
一
二
五
九
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

六
一
二
年
没
）
が
述
べ
た
よ
う
に
、
条
例
が
「
成
文
慣
習
法
8
房
器
盆
＆
の
鼠
宮
9
。
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
い
ま
や
慣
習
法
は
、

都
市
の
国
民
の
黙
示
の
同
意
の
表
れ
と
し
て
、
そ
し
て
条
例
は
都
市
の
国
民
の
明
示
の
同
意
の
表
れ
と
し
て
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
慣
習
法
と
条
例
は
国
民
の
同
意
と
い
う
要
素
を
共
有
し
、
そ
れ
ら
は
共
に
国
民
の
同
意
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
と
主
張

し
た
。
両
者
の
違
い
は
、
た
だ
黙
示
的
か
明
示
的
か
の
、
同
意
の
表
れ
方
の
違
い
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
言
う
。
「
慣
習
法
は
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
条
例
は
国
民
の
明
示
的
な
同
意
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
が
、
慣
習
法
は
黙
示
の
同
意
か
ら
導
入
さ
れ
る
」
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

し
、
「
黙
示
的
な
同
意
と
明
示
的
な
同
意
と
は
等
置
さ
れ
、
か
つ
同
一
の
力
唇
S
暮
一
き
を
も
つ
」
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
慣
習
法
も
条

例
も
、
そ
れ
が
国
民
な
い
し
市
民
の
合
意
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
同
一
で
あ
っ
て
、
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
バ
ル
ト
ル
ス
は
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

慣
習
法
と
同
様
に
、
条
例
も
ま
た
、
「
市
民
の
合
意
の
よ
う
な
も
の
2
器
鼠
ヨ
8
毫
①
暮
δ
。
三
ニ
ヨ
」
で
あ
る
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
同
意
は
、
そ
れ
が
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
と
き
、
明
示
的
と
な
る
。
一
方
、
黙
示
の
同
意
は
行
為
そ
の
も
の
を
通
し
て
表
現
さ
れ
る
。
そ

の
区
別
は
、
拘
束
力
を
獲
得
す
る
方
法
に
関
連
す
る
。
慣
習
法
は
そ
の
拘
束
力
を
国
民
の
黙
示
の
同
意
を
通
し
て
獲
得
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
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慣
習
法
が
後
に
文
書
に
編
纂
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
慣
習
法
と
し
て
の
性
質
は
変
わ
ら
な
い
。
他
方
、
条
例
は
そ
の
拘
束
力
を
国
民
の

意
思
を
文
書
に
編
纂
す
る
こ
と
を
通
し
て
の
み
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
バ
ル
ト
ル
ス
は
「
慣
習
法
は
そ
の
起
源
と
導
入

に
関
し
て
考
察
さ
れ
う
る
。
し
か
し
て
、
慣
習
法
は
国
民
の
黙
示
の
同
意
に
由
来
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
当
時
、
文
書
に
記
載
さ
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
」
と
注
解
し
て
い
る
。

　
都
市
法
は
、
条
例
で
あ
れ
慣
習
法
で
あ
れ
、
都
市
の
国
民
の
意
思
に
よ
る
立
法
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
後
に
バ
ル
ト
ル
ス
の

高
弟
バ
ル
ド
ゥ
ス
浮
包
霧
号
d
訂
一
象
。
。
（
一
四
〇
〇
年
没
）
が
明
確
に
し
た
よ
う
に
、
い
ま
や
「
慣
習
法
は
黙
示
の
条
例
で
あ
る
」
と
考
え

　
　
　
　
　
　
（
n
）

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
立
法
は
都
市
の
上
位
者
で
あ
る
皇
帝
だ
け
の
独
占
物
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
都
市
国
家
の
所
有
物
と
も
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
の
着
眼
点
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
成
文
法
も
不
文
法
も
共
に
同
意
に
基
づ
く
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
彼
は
、
も
し
国
民
が
黙

示
の
同
意
ま
た
は
合
意
に
よ
っ
て
慣
習
法
の
形
で
の
不
文
法
を
創
造
で
き
る
と
す
れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
国
民
は
明
示
の
そ
れ
に
よ
っ
て
成

文
法
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
彼
に
と
っ
て
、
国
民
が
慣
習
法
を
創
造
す
る
権
力
を
も
つ
と
考
え
る
こ
と

は
、
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
暗
に
、
国
民
は
同
様
に
成
文
法
、
す
な
わ
ち
条
例
を
創
造
す
る
権
力
を
も
つ
こ
と
を
も
意
味
し
た
。

　
国
民
の
意
思
な
い
し
同
意
の
基
本
的
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
や
、
こ
れ
を
条
例
の
形
で
の
成
文
法
の
創
造
に
拡
張
す
る
の
は
容
易
な
こ

と
で
あ
っ
た
。
慣
習
法
と
成
文
法
の
違
い
は
、
国
民
の
意
思
が
表
示
さ
れ
る
方
法
の
違
い
　
　
そ
れ
が
黙
示
的
か
明
示
的
か
ど
う
か

に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
重
要
な
の
は
同
意
に
お
い
て
示
さ
れ
る
国
民
の
意
思
の
表
明
で
あ
る
。
黙
示
で
あ
れ
明
示
で
あ
れ
、
同

意
を
通
し
て
自
己
自
身
の
意
思
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
市
民
は
、
何
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
、
自
立
す
る
自
由
な
国
民
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
の
ゆ
え
に
上
位
者
を
認
め
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
。
す
な
わ
ち
、
市
民
は
黙
示
の
同
意
に
よ
っ
て
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
慣
習
法
の

創
造
）
を
、
明
示
の
同
意
に
よ
っ
て
も
な
す
こ
と
が
で
き
る
（
制
定
法
の
創
造
）
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
彼
ら
の
条
例
法
に
つ
い
て
上
位
者
に
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承
認
を
求
め
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
の
慣
習
法
も
そ
の
承
認
を
要
し
な
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
上
述
の
よ
う
に
、
バ
ル
ト
ル
ス
は
言
う
。
「
国
民
が
あ
ら
ゆ
る
裁
判
権
を
も
つ
と
き
、
国
民
は
、
上
位
者
の
権
威
を
懸
念
す
る
こ
と
な
く
、

条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
そ
し
て
そ
の
場
合
、
上
位
者
の
権
威
が
懸
念
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
国
民
の
黙
示
の
同
意

か
ら
導
入
さ
れ
、
か
つ
条
例
と
等
置
さ
れ
る
慣
習
法
の
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
」
と
。

　
。
三
け
霧
巴
獣
冥
ぎ
8
冨
の
概
念
の
核
心
は
、
こ
の
よ
う
な
そ
れ
自
身
が
皇
帝
で
あ
る
都
市
国
家
が
上
位
者
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
上
位
者
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
、
そ
の
定
義
上
、
当
然
に
　
　
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
上
位
者
を
認
め
な
い

も
の
を
。
三
鼠
臣
葦
冥
ぎ
8
冨
と
呼
ん
で
い
る
　
　
都
市
の
側
が
上
位
者
に
た
い
し
て
承
認
を
拒
絶
す
る
と
い
う
意
思
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
国
家
は
上
位
者
を
承
認
す
べ
き
な
の
に
、
そ
れ
を
行
わ
な
い
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
上
位
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
対
す
る
都
市
の
挑
戦
的
・
反
抗
的
な
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
黙
示
的
同
意
と
明
示
的
同
意
は
本
質
的
に
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
上
に
立
法

的
国
民
主
権
理
論
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
、
「
国
民
の
同
意
」
に
着
目
し
て
、
慣
習
法
の
原
理
を
成
文
法
に
拡
張
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
成
文
法
と
不
文
法
と
は
類
似
し
て
い
る

と
い
う
彼
の
考
え
方
は
、
上
記
『
学
説
集
』
U
」
」
る
法
文
に
つ
い
て
の
彼
の
注
解
に
も
浸
透
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
慣
習
法
を

「
市
民
の
合
意
」
と
す
る
ロ
ー
マ
法
文
を
、
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
条
例
を
表
す
た
め
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
慣
習
法
も
条
例
も

共
に
「
市
民
の
合
意
」
な
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
ル
ス
は
「
国
民
の
黙
示
の
同
意
」
の
道
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市
国
家
の
完
全
な
立

法
権
を
論
証
し
、
正
当
化
で
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
世
界
の
支
配
者
」
と
し
て
の
皇
帝
の
裁
判
権
ご
冨
象
＆
○
と
別
に
、
都
市
が

完
全
な
裁
判
権
を
行
使
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
厳
密
に
法
的
な
観
点
か
ら
は
絶
対
に
異

論
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
の
で
き
な
い
「
国
民
の
同
意
」
と
い
う
概
念
を
巧
み
に
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
に
こ
の
事
実
を
正
当
化

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
都
市
国
家
が
法
的
（
か
つ
政
治
的
）
主
権
に
付
属
す
る
要
素
を
備
え
た
国
家
に
な
り
う
る
道
が
開
け
た
の
で
あ

18
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（
1
3
）

る
。
国
民
の
意
思
と
同
意
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
都
市
は
「
国
民
に
よ
る
統
治
政
体
お
讐
ヨ
9
豊
唇
冨
一
＝
ヨ
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

バ
ル
ト
ル
ス
の
功
績
は
、
都
市
国
家
が
上
位
者
を
認
め
な
い
と
い
う
事
実
を
法
的
に
有
効
な
国
民
の
同
意
と
い
う
概
念
か
ら
論
理
的
に
導

き
出
し
た
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
国
民
の
意
思
は
法
的
か
つ
政
治
的
理
論
の
重
要
な
部
分
と
さ
れ
た
。
国
民
の
同
意
の
概
念
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
都
市
国

家
は
「
自
己
の
欲
す
る
よ
う
に
冥
o
耳
巴
画
覧
8
9
」
、
と
り
わ
け
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
つ
い
て
立
法
を
行
う
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

で
き
る
の
で
あ
る
。

　
。
三
富
霧
葦
冥
ぎ
8
冨
と
し
て
の
都
市
国
家
に
関
す
る
バ
ル
ト
ル
ス
の
学
説
の
特
徴
は
、
国
民
の
完
全
な
立
法
主
権
、
さ
ら
に
言
え
ば
、

法
的
な
用
語
で
表
現
さ
れ
た
完
全
な
国
民
主
権
で
あ
る
。
こ
の
都
市
国
家
の
帝
国
か
ら
の
主
権
的
独
立
は
、
侵
略
お
よ
び
防
衛
戦
争
を
遂

行
す
る
能
力
、
軍
隊
を
維
持
す
る
能
力
、
要
塞
を
構
築
す
る
能
力
、
条
約
を
締
結
し
た
り
、
課
税
し
た
り
す
る
能
力
、
財
産
を
没
収
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

能
力
、
完
全
な
市
民
の
地
位
に
服
さ
せ
る
能
力
等
の
中
に
示
さ
れ
る
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
自
由
な
国
民
を
立
法
権
の
究
極
的
な
保
有
者
と
し
て
示
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
皇
帝
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

同
時
に
国
民
を
主
権
者
と
し
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
の
自
由
な
国
民
は
立
法
主
権
を
保
有
す
る
皇
帝
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
国
民
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
上
位
者
は
、
い
わ
ば
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る
。
上
位
者
の
上
位
性
は
国
民
に
由
来
し
な
い
か
ら
、

上
位
者
は
国
民
か
ら
遊
離
し
て
い
る
。
し
か
し
、
国
民
は
上
位
者
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
自
己
の
上
位
者
と
し
た
の

で
あ
る
。
明
確
に
言
え
ば
、
上
位
者
を
認
め
な
い
こ
と
は
、
国
民
が
自
己
自
身
の
上
位
者
で
あ
る
と
い
う
国
民
の
主
張
な
の
で
あ
る
。

　
強
調
す
べ
き
は
、
バ
ル
ト
ル
ス
が
都
市
主
権
を
法
的
な
方
法
を
用
い
て
基
礎
づ
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ル
ト
ル
ス

は
、
彼
の
ロ
ー
マ
法
解
釈
を
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
都
市
国
家
の
現
状
に
つ
い
て
の
彼
の
判
断
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
。
三
鼠
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

巴
獣
冥
冒
8
冨
と
し
て
の
都
市
国
家
を
国
民
の
意
思
に
基
づ
く
完
全
な
国
家
と
し
て
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
に
国
民
の
立
法
主
権
を
基
礎
づ
け
さ
せ
た
理
論
構
成
の
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
は
、
国
民
の
黙
示
的
同
意
と
明
示
的
同
意
と
の
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同
一
視
に
あ
る
。
黙
示
的
同
意
の
効
力
が
慣
習
法
の
形
で
承
認
さ
れ
る
や
、
も
は
や
そ
れ
と
同
一
の
効
力
を
明
示
的
同
意
に
帰
せ
し
め
る

の
に
何
の
障
害
も
な
か
っ
た
。
こ
の
小
さ
な
、
し
か
し
重
要
な
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
か
ら
出
発
し
て
、
彼
は
、
法
的
な
国
家
の
概
念
に
た
ど

り
着
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
は
そ
の
構
造
、
機
構
、
目
的
、
政
策
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
す
べ
て
の
実
質
・
本
質
を
そ
れ
自

身
の
主
権
者
、
す
な
わ
ち
法
的
に
は
国
家
そ
れ
自
身
を
意
味
す
る
国
民
か
ら
引
き
出
す
の
で
あ
る
。

　
彼
の
国
民
主
権
論
は
、
権
威
の
所
在
の
一
方
か
ら
他
方
へ
の
移
転
を
含
む
。
そ
し
て
そ
れ
は
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、

か
つ
て
皇
帝
は
国
民
の
外
部
に
立
っ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
今
や
彼
は
国
民
自
身
の
内
部
に
立
つ
の
で
あ
り
、
彼
は
国
民
の
一
部
な
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
は
そ
れ
自
身
の
上
位
者
、
そ
れ
自
身
の
皇
帝
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
国
民
“
皇
帝
理
論
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
バ
ル
ト
ル
ス
は
言
う
。
「
都
市
国
家
は
そ
れ
自
身
の
皇
帝
で
あ
る
」
と
。
ま
た
「
誰
に
も
服
従
し
な
い
自
由
な
国
民
は
皇
帝
で
あ
る
」
と
も

　
（
1
8
）

言
う
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
国
民
主
権
の
純
粋
に
法
的
な
表
現
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
は
、
国
民
自
体
が
主
権
者
、
す
な
わ
ち
皇
帝
で
あ
る
か
ら
、
皇
帝
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
原
理
が
今
や
こ
の
主
権
者
た
る

国
民
に
移
転
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
の
名
に
お
い
て
評
議
会
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
法
律
、
す
な
わ
ち
都
市
条
例
は
、
皇
帝
に
よ
っ

て
命
じ
ら
れ
た
法
律
と
同
様
の
遵
守
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
皇
帝
の
至
高
権
覧
①
巳
呂
＆
℃
9
霧
鼠
冴
は
、
今
や
、
。
三
鼠
霧
ま
冥
ぎ
8
冨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

た
る
都
市
国
家
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

O
き
巳
お
－
目
7
⑩
勺
o
一
三
。
巴
弓
げ
2
讐
け
○
一
ゆ
巴
身
ω
畠
。
C
げ
巴
亀
p
鼻
’
も
P

ω
節
昌
o
一
仁
9
0
0
ヨ
5
0
暮
。
帥
α
O
。
o
o
｝
認
』
－
P
O
■

O
§
⊆
の
旨
O
o
巨
ヨ
雪
け
・
且
O
。
。。
ふ
ρ
卜
。
”
⇒
」
9

ω
山
暮
o
一
信
P
閃
魯
9
三
ρ
一
〇
〇
●
巳
f
p
S

Q
一
こ
ρ
o。
」
o
。
」
口
∴
田
一
ρ
U
一
①
■
①
ぼ
①
＜
○
含
O
①
譲
o
ぎ
ぎ
一
け
胃
①
。
算
も
一
け
◎
も
。

ω
弩
8
一
垢
”
O
O
ヨ
巨
①
三
●
＆
U
。
ど
G。
｝
o。
。
。
も
」
●

ω
四
旨
o
ε
o
o
｝
O
o
ヨ
ヨ
①
耳
●
節
α
U
●
ど
♪
ど
戸
“
9

漣
－
㎝
。

O
OoP
O
。
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（
8
）
ゆ
胃
け
o
ε
9
0
0
ヨ
ヨ
㊦
昇
帥
α
U
』
o。
ロ
ー
o。
も
●
“
●

（
9
）
Oo
胃
8
一
⊆
。
。
℃
O
o
B
ヨ
。
幹
帥
α
U
」
－
ど
P
P
一
。
’

（
1
0
）
　
ω
胃
δ
冨
9
即
ε
①
葺
一
P
一
〇
〇
。
o
一
f
野
S

（
n
）
　
ω
巴
α
⊆
の
自
①
d
び
巴
島
P
と
＞
ζ
9
こ
．
蝉
2
＝
霞
讐
、
（
曽
α
ρ
8
認
る
）
．
R
。
○
き
巳
梶
｝
目
ぎ
℃
o
一
三
8
一
臼
げ
2
閃
算
o
馬
ω
巴
畠
⊆
ω
α
①

　
O
げ
巴
9
の
℃
o
営
こ
マ
曽
㎝
D

（
1
2
）
9
ぎ
睾
P
U
①
ゆ
胃
8
＝
の
①
三
①
昌
一
P
。
一
“
も
●
誤
。。
，

（
1
3
）
ω
胃
8
ピ
。
D
逼
轟
9
讐
霧
U
①
国
。
⑩
冒
ぎ
①
9
葺
讐
一
の
』
●
刈
●
O
や
ミ
o
・
一
捨
評
艮
o
冨
の
℃
簿
こ
℃
●
嵩
“
●

（
1
4
）
　
ω
鷲
8
冨
9
0
0
ヨ
ヨ
①
暮
邑
α
O
」
ρ
①
o
。
ふ
（
巴
ρ
仁
o
α
y
P
轟
。

（
1
5
）
　
d
＝
ヨ
曽
⇒
P
U
Φ
ゆ
胃
ε
ロ
ω
①
筥
①
艮
一
鉾
9
一
こ
や
置
㎝
’

（
1
6
）
　
d
一
一
ヨ
帥
コ
戸
U
①
ω
胃
ε
ロ
ω
①
暮
Φ
簿
一
P
o
一
け
。
も
●
認
斜

（
1
7
）
　
ω
貰
8
冨
9
0
0
ヨ
ヨ
①
旨
』
α
U
●
♪
倉
ρ
P
ド

（
1
8
）
　
ω
胃
8
冨
鉾
O
o
ヨ
ヨ
o
暮
。
四
α
U
」
G
。
”
ρ
蝉
P
一
’

（
1
9
）
　
国
8
0
一
ρ
U
帥
ω
胃
8
一
〇
巴
一
、
＞
一
浮
⊆
巴
o
も
一
f
℃
も
」
一
ド
o。
。

伍）

　
北
中
部
イ
タ
リ
ア
の
ペ
ル
ー
ジ
ア
を
舞
台
に
活
動
し
た
バ
ル
ト
ル
ス
に
と
っ
て
の
主
た
る
関
心
は
、
イ
タ
リ
ア
の
都
市
国
家
の
問
題
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
の
主
権
理
論
も
都
市
国
家
の
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
バ
ル
ト
ル
ス
は
都
市
国
家
の
立
法
主
権
を
理
論

構
成
す
る
に
当
た
り
、
政
治
現
実
1
1
事
実
の
最
初
の
表
現
で
あ
る
慣
習
の
問
題
か
ら
始
め
る
。
コ
ル
プ
ス
・
ユ
ー
リ
ス
の
注
解
を
通
し
て

彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
法
律
の
効
力
は
国
民
の
同
意
に
由
来
し
、
他
の
者
の
承
認
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
慣
習
は
都
市
の
国
民

の
同
意
の
表
現
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
上
位
者
た
る
皇
帝
の
承
認
を
必
要
と
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
条
例
も
ま
た
、
上
位
者
た
る
皇
帝
の

承
認
を
必
要
と
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
慣
習
は
都
市
の
国
民
の
黙
示
の
同
意
で
あ
っ
て
、
条
例
は
都
市
の
国
民
の
明
示
の
同
意
で
あ
る
か
ら
、

21



法学研究67巻11号（’94：11）

両
者
は
共
に
同
意
か
ら
発
生
す
る
と
い
う
点
で
同
一
で
あ
り
、
同
一
の
効
力
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
条
例
は
国
民
の
意
思
の
産
物
で
あ
り
、

立
法
は
上
位
者
た
る
皇
帝
だ
け
の
独
占
物
で
は
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
こ
こ
か
ら
国
民
の
同
意
は
主
権
の
基
本
的
な
表
現
で
あ
る
上
位
者
た
る
皇
帝
の
不
承
認
に
繋
が
る
と
考
え
た
。
教
会
に
も
帝
国
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

も
従
わ
な
い
「
ペ
ル
ー
ジ
ア
市
の
よ
う
に
」
、
「
上
位
者
を
認
め
な
い
都
市
国
家
」
は
「
自
由
な
国
民
」
と
い
わ
れ
る
。
バ
ル
ト
ル
ス
の

「
自
由
な
国
民
」
は
主
権
に
付
随
す
る
概
念
で
あ
る
。
「
自
由
な
国
民
」
は
、
皇
帝
が
帝
国
内
で
有
す
る
支
配
権
た
る
「
裁
判
権
」
を
都
市

国
家
内
で
有
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
裁
判
権
」
は
か
な
ら
ず
し
も
皇
帝
の
許
与
に
よ
ら
な
く
て
も
、
都
市
が
そ
れ
を
自
ら
行
使
し
て
き
た

と
い
う
「
使
用
」
の
事
実
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
う
る
と
い
う
。
都
市
国
家
は
国
家
統
治
権
を
自
ら
の
中
に
保
有
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
「
自
由
な
国
民
」
で
あ
る
「
都
市
国
家
は
そ
れ
自
身
の
皇
帝
で
あ
る
。
三
鼠
。
。
巴
獣
冥
ぎ
8
冨
」
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
皇
帝
へ
の
従
属
依

存
関
係
か
ら
解
き
放
た
れ
、
独
立
し
た
都
市
国
家
の
完
全
な
自
治
（
主
権
）
の
確
立
の
表
現
で
あ
る
。
「
す
べ
て
の
裁
判
権
を
有
す
る
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

な
国
民
」
は
、
「
そ
の
意
思
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
」
、
す
な
わ
ち
、
上
位
者
の
権
威
を
懸
念
せ
ず
に
、
「
条
例
を
制
定
で
き
る
」
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ぜ
な
ら
、
「
都
市
国
家
は
そ
れ
自
身
の
皇
帝
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
。
バ
ル
ト
ル
ス
は
条
例
制
定
権
を
裁
判
権
の
一
つ
の
発
現
形
態
と
し
て

基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　
彼
に
お
い
て
は
都
市
国
家
は
い
ま
や
法
人
と
し
て
把
握
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
と
同
一
視
さ
れ
る
国
民
と
は
個
々
の
具
体
的
な
国
民

で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
別
個
の
総
体
と
し
て
の
抽
象
的
な
国
民
で
あ
る
。
そ
し
て
都
市
国
家
の
統
治
機
関
と
し
て
の
評
議
会
が
国
民
を
代

表
し
て
同
意
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
都
市
国
家
の
国
民
は
そ
の
裁
判
権
の
範
囲
内
で
、
皇
帝
の
許
可
を
必
要
と
せ
ず
、
そ
の
意
思
に
従
い
、
い
か
な
る
条
例
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
制
定
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
「
そ
の
都
市
国
家
内
に
お
い
て
」
「
そ
れ
自
身
の
皇
帝
」
な
の
で
あ
る
。

　
ロ
ー
マ
法
の
枠
内
で
都
市
国
家
の
立
法
主
権
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
表
現
以
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ

の
「
上
位
者
を
認
め
な
い
都
市
は
、
そ
れ
自
身
の
皇
帝
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
明
ら
か
に
「
国
王
は
そ
の
王
国
内
で
は
皇
帝
で
あ
る
」
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と
い
う
公
式
の
応
用
で
あ
る
。

　
帝
国
の
普
遍
的
統
一
を
維
持
し
な
が
ら
、
都
市
の
自
治
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
バ
ル
ト
ル
ス
に
と
っ
て
、
皇
帝
は
あ
く
ま
で
も
「
世
界

の
支
配
者
」
と
し
て
帝
国
内
で
真
の
法
律
上
の
主
権
を
保
有
す
る
の
で
あ
り
、
事
実
上
上
位
者
を
認
め
な
い
都
市
は
純
粋
に
事
実
に
基
づ

い
て
真
の
主
権
を
獲
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
政
治
生
活
の
事
実
を
そ
の
ま
ま
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
事
実
上
の
主
権
は
、
も
は
や
単
な
る
適
法
性
を
欠
い
た
権
力
で
は
な
い
。

　
こ
の
都
市
国
家
の
主
権
理
論
は
階
層
的
秩
序
を
も
つ
主
権
の
文
脈
で
見
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
都
市
が
真
の
主
権
を
有
す
る
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
は
皇
帝
が
そ
の
領
域
内
で
も
つ
最
高
の
主
権
で
は
な
く
、
次
位
の
主
権
で
あ
る
。
普
遍
的
組
織
と
し
て
の
帝
国
は
「
最
も

完
全
な
裁
判
権
」
を
有
す
る
の
に
た
い
し
て
、
特
殊
的
組
織
と
し
て
の
都
市
は
「
完
全
な
裁
判
権
」
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
ル
ス

に
お
い
て
は
帝
国
は
領
域
的
な
都
市
国
家
と
同
一
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
帝
国
は
対
等
な
多
く
の
国
家
の
中
の
一
つ

な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
上
に
立
つ
普
遍
的
か
つ
最
高
の
主
権
を
有
す
る
国
家
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
彼
の
主
権
理
論
は
、
対
等
な

レ
ベ
ル
に
あ
る
国
家
を
前
提
と
す
る
多
元
的
な
領
域
的
主
権
国
家
を
要
求
す
る
近
代
的
な
国
家
主
権
理
論
と
は
基
本
的
に
異
な
る
中
世
的

　
　
　
　
　
（
5
）

な
も
の
で
あ
る
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
の
主
権
理
論
は
、
一
方
で
都
市
の
帝
国
か
ら
の
自
由
の
獲
得
を
、
他
方
で
僧
主
に
た
い
す
る
都
市
の
共
和
制
的
自
由
の
防

衛
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
慣
習
法
と
成
文
法
と
を
比
較
し
、
国
民
の
同
意
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
用
い
な
が
ら
、
都
市
国

家
の
主
権
。
一
＜
一
鼠
。
。
巴
菖
冥
営
8
冨
に
関
す
る
法
理
論
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
。
三
鼠
。
。
巴
ぼ
冥
ぎ
8
冨
は
、
バ
ル
ト
ル
ス
の
時
代
に
お
け
る
国
民
主
権
の
法
的
な
表
現
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
国
民
の
法
創
造
能
力
の
側

面
に
お
け
る
転
換
点
を
記
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
中
世
ロ
ー
マ
公
法
学
に
お
け
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
革
命
と
も
言
え
る
。

　
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
慣
習
法
8
霧
き
ゴ
号
の
基
本
的
要
素
で
あ
る
国
民
の
同
意
と
い
う
概
念
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
慣
習
法
の
創
造
の
中
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に
隠
さ
れ
て
い
た
問
題
を
明
る
み
に
だ
し
、
そ
れ
を
条
例
立
法
の
問
題
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市
国
家
の
国
民
の
立
法
自
治
、

す
な
わ
ち
条
例
制
定
権
に
象
徴
さ
れ
る
都
市
国
家
の
立
法
主
権
を
確
立
す
る
法
理
論
構
成
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
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